
村営住宅申込時に提出する書類 

 

 

１ 村営住宅申込書  （１部） 

  

２ 住民票謄本     （１部） 

 

３ 所得証明書   （全員 配偶者等の所得が無い場合でも提出） 

 

４ 納税証明書   （全員 配偶者等の所得が無い場合は不要） 

 

     

 

申込期間  令和元年 8月 23日（金）～9月 30日（月） 

 

提出場所  座間味村役場総務・福祉課 村営住宅係  山城 

                   ℡ ９８７－２３１１ 
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